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～「医療費」「保険料」「税金」の還付金がありますの電話は、詐欺です！不審に思ったら市消費生活センター（☎25－3288）までご連絡ください～

シニア世代のための
合 気 道 体 験 教 室

初心者でも簡単に楽しく始めることがで
きる教室です。合気道を通して、いつま
でも健康でいきいきと生活することを目
指しています。ちょっと身体を動かした
い方、新しい年に何か始めたいと思って
いる方、男女問わず参加してください。
▶日時：１月 18、25 日、２月１日・８日・
15 日（各金曜日）の全５回。いずれも
午後６時～午後７時
▶場所：総合運動公園体育館２階武道場
▶対象：市内在住・在勤のおおむね 50
～ 60 歳代の男女
▶募集人数：８人
▶参加費：300 円（全５回分）
▶持ち物：運動のできる服装
▶申込期限：１月 16 日㈬
問 市体育協会合気道部　山

やまもと
本　☎ 090

‐ 8808 ‐ 5758

 スポーツ

市ドッジボール大会
参 加 チ ー ム 募 集

次のとおり、13 回目となりますつくばみ
らい市ドッジボール大会を開催します。
多くのチームの参加をお待ちしています。
▶日時：２月９日（土）午前８時 30 分
▶場所：総合運動公園体育館
▶チーム編成と人数
①１チーム 12 人以上 18 人以内
　（出場 12 人＋控６人以内）
②成人者１人を監督兼責任者とする
▶参加資格：①市内小学校に通う児童
②市体育協会または市スポーツ少年団に
所属している小学生
▶競技方法：低学年、中学年、高学年の
部に分けて試合を行う
▶申し込み方法：参加者名簿を生涯学習
課スポーツ推進室へ提出してください。　　　　　
▶申込期限：１月 25 日㈮
問 スポーツ推進室　☎ 58 ‐ 2111（内線
7309）

 スポーツ

ヘルシークッキング教室
参 加 者 募 集 募　集

メニューのマンネリに悩んでいません
か？ご自身とご家族の健康維持のために
も、おいしくて栄養バランスのとれた献
立を一緒に作りましょう。ぜひご参加く
ださい。
▶日時：１月 29 日㈫　午前 10 時～午後１時
▶会場：保健福祉センター
▶メニュー：サバの甘酢和え、白菜と帆立
のスープ、小松菜とえのきだけの炒め煮
▶費用：300 円／人　
▶定員：20 人（申込多数の場合は抽選）
▶申込期限：１月 15 日㈫
問 市食生活改善推進協議会事務局（保
健福祉センター内）☎ 25 ‐ 2100

アレルギー疾患に
ついての講演会

▶日時：２月 16 日㈯　午後１時～４時
▶場所：筑波大学附属病院けやきプラザ
▶定員：先着 100 人
▶参加費：無料
▶内容：１講演会　気管支喘息、食物ア
レルギー、アレルギー性鼻炎、アトピー
性皮膚炎など
２医師によるアレルギー相談会
３ミニレクチャー、体験コーナー　エピ
ペン使用方法など
▶申し込み方法　茨城県保健福祉部疾病
対策課 HP をご覧ください。
問 筑波大学附属病院　患者サービス課　
☎ 029 ‐ 853 ‐ 5673 ／ 茨城県保健福
祉部疾病対策課　☎ 029 ‐ 301 ‐ 3220

学　び

取手地方広域下水道組合
競争入札参加資格審査申請受付

平成 31 年度・平成 32 年度において、取手
地方広域下水道組合が発注する工事の請負、
設計・測量・地質調査などの業務委託、物品・
役務の提供などの契約に係る競争入札に参加
を希望する方は、次により申請書類を提出し
てください。なお、取手市と取手地方広域下
水道組合の申請受付業務が一本化されました
ので、１回の申請で両方の受付ができます。
※申請書は２冊提出する必要があります。
▶提出書類：申請書および添付書類一
式（詳しい内容は提出要領をご覧くださ
い）・電算入力用紙（取手市・取手地方
広域下水道組合統一様式）　　　　　　
※提出要領、申請様式、電算入力用紙は、
取手市または取手地方広域下水道組合ホー
ムページからもダウンロードできます。
▶受付日程

［管外業者］全業種…１月 30 日㈮～２月 15 日㈮
［管内業者］全業種…２月 12 日㈫～ 20 日㈬
▶受付時間：午前９時 30 分～ 11 時 30 分／
午後１時 30 分～午後４時（土、日、祝日を除く）
▶受付場所：取手地方広域下水道組合３
階大会議室
問 取手地方広域下水道組合総務課契約
検査係　☎ 0297 ‐ 74 ‐ 4174

お知らせ

広 報 つ く ば み ら い 12 月 号（No.152）
の 15 ページに記載した、「パブリック・
コメント」の記事内容について、意見
の提出場所に次のとおり誤りがありま
したので、お詫びして訂正します。
誤：…意見書提出用紙を、提出先まで郵送、
　　FAX、または閲覧場所へ直接持参…
正：…意見書提出用紙を、問い合わせ先まで
　　 郵送、FAX、または市役所庁舎へ持参…

お詫びと訂正


